
 

 

 

 

 

 

 

◆園児を交通事故から守るために 

「キッズ・ゾーン」とは、令和元年 5 月に滋賀県

大津市で起きた園児と保育士が犠牲となった交通事

故を契機とし国が推進しているものです。 

保育所等が行うお散歩等の園外活動の安全を確保

するため、自動車等の運転手に対し注意喚起を促す

道路上の区域を決め、お散歩コース上で特に危険と

判断した 2路線 4カ所に路面標示を整備しました。 

 

 

警察署・道路管理者と協議を行い、7カ所の保

育施設が集中している「東綾瀬地区」をモデル

地域として選定しました。 

 

設置場所：①東綾瀬公園東側出入口付近 

         ②八か村落しファミリー公園付 

         ③東綾瀬一丁目 16番地付近 

      ④東綾瀬二丁目 6番地付近 
 

 

 

キッズ・ゾーン自体は、運転者等への注意喚

起であり、新たに交通規制は伴いません。 

綾瀬警察署では、同じモデル地域内に「ゾー

ン 30」を整備（ＭＡＰ点線範囲内）。その範囲内

は速度 30キロ規制となり、相乗効果が期待でき

ます。 

◆モデル整備の効果を検証するため、ご意見をお聞かせください！ 

【 対 象 】 近隣施設従事者、子どもを預けている保護者 

【 期 間 】 令和５年７月１１日から７月３１日まで 

区ホームページからアンケート回答フォームへお進みください。 

 

本件に関する問い合わせ先 

足立区教育委員会事務局 子ども家庭部  

子ども政策課 子ども施策推進担当 

☎ 03‐3880‐5266  FAX 03-3880-5641 

保育施設の周辺にて 

「キッズ・ゾーン」のモデル整備を行いました。 
 

アンケートにご協力ください！ 

区内で初！ 
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